
各
傷

病
別

措
置

内
容

一
覧

表

対
象
傷

病
対
象

者
期

間
診
察

・
保

健
指

導
保
健

の
た

め
の

処
置

等
検

査
保

健
の
た

め
の

薬
剤

１
せ
き

髄
損

傷
①

障
害
等

級
第
３

級
以

上
の

障
○
診
察

○
必
要

に
応

じ
て
実

施
○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
害

（
補

償
）

給
付

受
給

者
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

尿
検
査

①
抗

菌
剤

せ
き

髄
損

傷
者

で
、

症
状

①
褥

瘡
処

置
（

自
宅

等
で

使
②
褥

瘡
処

置
用

・
尿
路

処
置

用
外

用
剤

が
固

定
後

に
お

い
て

も
尿

②
障

害
等

級
第

４
級

以
下

の
者

○
保

健
指

導
用

す
る

滅
菌

ガ
ー

ゼ
及

び
○

１
年

に
１

回
程

度
実

施
③

筋
弛

緩
剤

路
障

害
、

褥
瘡

等
の

予
防

に
あ
っ

て
は

、
所

轄
労

働
局

診
察

の
都

度
必
要

に
応

絆
創
膏

の
支
給

を
含
む

）
②

腎
機
能

検
査

④
自

律
神

経
剤

。
そ

の
他

の
医

学
的

措
置

等
長

が
、

医
学

的
に

特
に

必
要

じ
て

実
施

③
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
⑤
精

神
安

定
剤

を
必

要
と

す
る

者
が

あ
る

と
認

め
る

も
の

②
尿

路
処

置
（

自
宅

等
で

使
④

膀
胱
機

能
検

査
⑥

鎮
痛

・
消

炎
剤

（
外

皮
用

剤
を

含
用

す
る

カ
テ

ー
テ

ル
、

カ
⑤

腎
臓

、
膀

胱
及

び
尿

道
の

エ
ッ

ク
ス

線
む

）
。

制
定

：
昭

4
5

テ
ー
テ

ル
用
消

毒
液
等

洗
検

査
⑦
整

腸
剤

、
下

剤
及
び

浣
腸

剤
（

改
定

：
昭

5
6・

平
元

・
平

９
浄

剤
及

び
潤

滑
剤

を
含

む
）
及

び
滅

菌
ガ

ー
ゼ
の

○
１

年
に
１

回
程

度
、

特
に

必
要

と
認
め

ら
。

支
給
を

含
む

）
れ

る
場
合

に
実

施
。

⑥
損

傷
せ

き
椎

及
び

麻
痺

域
関

節
の
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

、
Ｃ

Ｔ
及

び
Ｍ

Ｒ
Ｉ

２
頭
頸

部
外

傷
症
候

群
等

①
障
害
等

級
第
９

級
以

上
の

障
原
則

症
状
固

定
後

２
年

間
○
診
察

○
せ

き
髄

型
の

減
圧

症
及

び
○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
○
必

要
に

応
じ
て

支
給

害
（
補

償
）

給
付

受
給

者
１
カ

月
に

１
回
程

度
脳

の
器

質
的

損
傷

に
よ

る
四

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
①

神
経

系
機
能
賦

活
剤

肢
麻

痺
等

が
出

現
し

必
要

な
②

尿
検
査

②
精
神

安
定
剤

①
頭

頸
部

外
傷

症
候

群
②

障
害
等

級
第
１

０
級

以
下

の
た

だ
し
、

外
傷

性
て

ん
か

○
保
健

指
導

場
合

に
は

、
せ

き
髄

損
傷

に
③

視
機
能

検
査

眼
底
検
査

等
も

含
む

③
筋

弛
緩

剤
（

。
）

②
頸

肩
腕

症
候

群
者

に
あ

っ
て

は
、

所
轄

労
働

ん
、

脳
型
の

減
圧

症
等

の
脳

診
察

の
都

度
必
要

に
応

係
る

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

の
処

置
④

前
庭
平

衡
機

能
検

査
④

自
律

神
経

剤
③

一
酸
化

炭
素

中
毒

症
炭

局
長
が

、
医

学
的

に
特

に
必

の
器

質
的
損

傷
及

び
せ

き
髄

じ
て
実

施
に
基

づ
き

実
施

⑤
頭

頸
部

、
四

肢
（

上
肢

又
は

下
肢

、
⑤

鎮
痛

・
消

炎
剤

（
外

皮
用

剤
を

含
（

）
鉱

災
害

に
よ

る
も

の
を

要
が
あ

る
と

認
め

る
も

の
型
の

減
圧
症

に
限

り
、

医
学

腰
部
又

は
胸

部
の

エ
ッ

ク
ス

線
検
査

む
）

。
除
く

）
的
に

継
続
し

て
ア

フ
タ

ー
ケ

⑥
頭

部
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

断
層

撮
影
（

Ｃ
⑥

抗
パ

ー
キ
ン
ソ

ン
剤

。
④

外
傷

に
よ

る
脳

の
器

質
ア
を

行
う
必

要
が

あ
る

と
認

Ｔ
、

Ｍ
Ｒ

Ｉ
（

脳
の

器
質

的
損

傷
を

⑦
抗
て

ん
か
ん
剤

）
的
損
傷

め
ら

れ
る
場

合
に

は
、

更
新

残
し
て

い
る

者
に

限
る

）
⑧
循

環
改

善
剤

（
内
服

）
。

⑤
腰

痛
が
可

能
⑦

脳
波
検

査
⑥

減
圧
症

⑧
心

理
検

査
○

上
記

の
ほ
か
、

せ
き

髄
型
の

減
圧

症
の
障

害
者

及
び

外
傷
に

よ
る

脳
の

器
質

制
定

：
昭

4
9

○
上

記
の

ほ
か

、
せ

き
髄

型
の

減
圧
症

の
的
損

傷
に

よ
り

四
肢
麻

痺
等

が
出

現
し

改
正

：
昭

5
6・

昭
57

(
腰

痛
追

障
害

者
及

び
外

傷
に

よ
る

脳
の

器
質
的

損
た
者

で
必

要
な

場
合
に

は
、

せ
き

髄
損

加
)
・

昭
6
1
(
減

圧
症

追
加

)
傷

に
よ
り

四
肢

麻
痺

等
が

出
現

し
た
者

で
傷
に

係
る

ア
フ

タ
ー
ケ

ア
の

薬
剤

の
支

・
平
元

・
平

９
必

要
な
場

合
に

は
、

せ
き

髄
損

傷
に
係

る
給
に

基
づ

き
実

施
ア

フ
タ
ー

ケ
ア

の
検

査
に

基
づ

き
実
施

３
尿
路

系
障

害
障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必
要

に
応

じ
て
実

施
○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
尿

道
ブ

ジ
ー
及
び

尿
路

処
置
の

実
施

の
１
～
３

カ
月

に
１
回

程
度

①
尿

道
ブ

ジ
ー

（
誘

導
ブ

ジ
①

尿
検
査

（
尿

培
養

検
査

を
含

む
）

都
度

、
必

要
に

応
じ
て

１
週

間
分

程
度

。
①

尿
道

狭
さ

く
の

障
害

を
た

だ
し

、
医

学
的

に
継

続
ー

を
含

む
）

支
給

。
残
す
者

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

②
尿

路
処

置
（

導
尿

、
膀

胱
○
１

年
に
２

回
程

度
実

施
②

尿
路

変
向

術
を

受
け

た
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必

要
に

応
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
②

血
液

一
般

・
生

化
学

検
査

①
止

血
剤

者
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
設

置
・

交
換
を

含
む

）
②
抗

菌
剤

（
抗

生
物
質

を
含

む
）

。
。

③
自

宅
等

で
使

用
す

る
た

め
○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
③
自

律
神

経
剤

制
定

：
昭

5
6

の
カ

テ
ー

テ
ル

、
カ

テ
ー

③
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

④
鎮

痛
・

消
炎

剤
改
定

：
平

元
・

平
９

・
テ

ル
用

消
毒

液
（

洗
浄

剤
④

腹
部
超

音
波

検
査

⑤
尿

路
処

置
用

外
用
剤

平
1
8

尿
路
変

向
術

追
加

及
び
潤

滑
剤
を

含
む

）
及

⑤
Ｃ

Ｔ
検

査
（

代
用

膀
胱

造
設

者
の
み

実
（

）
。

び
滅
菌

ガ
ー
ゼ

の
支
給

施
）

10



対
象
傷

病
対
象

者
期

間
診
察

・
保

健
指

導
保
健

の
た

め
の

処
置

等
検

査
保

健
の
た

め
の

薬
剤

４
慢
性

肝
炎

障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

・
Ｈ
Ｂ

ｅ
抗

原
陽
性

者
及

①
血

液
生

化
学

検
査

慢
性

肝
炎

に
り

患
し

た
者

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

び
Ｃ

型
肝

炎
ウ
イ

ル
ス

で
、

症
状

固
定

後
に

お
い

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

感
染

者
○
６

カ
月
に

１
回

程
度

実
施

て
も

、
ウ

ィ
ル

ス
の

持
続

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

１
カ

月
に

１
回
程

度
②

血
液
一

般
検

査
③
腹

部
超

音
波
検

査
感

染
が
認

め
ら

れ
る

も
の

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
・
Ｈ
Ｂ

ｅ
抗

原
陰
性

者
○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

制
定

：
昭

6
0

６
カ

月
に

１
回
程

度
④

Ｂ
型
肝

炎
ウ

イ
ル

ス
感

染
マ

ー
カ
ー

改
定

：
平

元
・

平
６

・
平

1
8

⑤
Ｈ

Ｃ
Ｖ

抗
体

○
保
健

指
導

⑥
Ｈ

Ｃ
Ｖ

－
Ｒ

Ｎ
Ａ

同
定

（
定

性
）
検

査
診
察

の
都

度
必
要

に
応

⑦
Ａ

Ｆ
Ｐ

⑧
Ｐ

Ｉ
Ｖ

Ｋ
Ａ

－
Ⅱ

じ
て
実

施
⑨

プ
ロ
ト

ロ
ン

ビ
ン

時
間

検
査

⑩
Ｃ

Ｔ
検

査

５
白
内

障
等

の
眼
疾

患
①

障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

２
年

間
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

矯
正
視

力
検

査
②
屈

折
検

査
①

白
内

障
用
点
眼

剤
白

内
障

、
緑

内
障

、
網

膜
②

障
害
（

補
償
）

給
付

を
受

け
た

だ
し
、

医
学

的
に

継
続

③
細

隙
燈

顕
微

鏡
検

査
②

眼
圧

降
下
剤

剥
離

、
角

膜
疾

患
等

の
眼

て
い
な

い
者

に
あ

っ
て

は
、

し
て

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

を
行

う
○

保
健

指
導

④
前

房
隅

角
検

査
⑤
精

密
眼

圧
測
定

③
そ
の

他
医
師
が

必
要

と
認
め

る
点

眼
疾

患
の
傷

病
者

所
轄
労

働
局

長
が

、
医

学
的

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

⑥
精

密
眼

底
検

査
⑦
量

的
視

野
検
査

剤
に

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
制

定
：

昭
6
2

る
も

の
改
定

：
平

元

６
振
動

障
害

障
害
補

償
給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

２
年

間
○
診
察

○
理
学

療
法

○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
○
必

要
に

応
じ
て
支

給
１
カ
月

に
２

～
４
回

程
度

診
察

の
結

果
、

医
師

の
意

見
①

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
①

ニ
コ

チ
ン
酸
剤

業
務

災
害

に
よ

る
振

動
障

を
踏

ま
え

、
必

要
と

認
め

ら
れ

②
尿

検
査

②
循
環

ホ
ル
モ
ン

剤
害

の
傷
病

者
た

だ
し
、

医
学

的
に

継
続

○
保
健

指
導

る
場
合

に
実

施
③

末
梢
循

環
機

能
検

査
③

ビ
タ

ミ
ン
Ｂ

、
Ｂ

、
Ｂ

、
Ｂ

、
１

２
６

1
2

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

診
察

の
都

度
必
要

に
応

(
ｱ)

常
温
下

皮
膚

温
・

爪
圧

迫
検
査

Ｅ
剤

制
定

：
昭

5
7

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

じ
て
実

施
○

注
射

(
ｲ)

冷
水
負

荷
皮

膚
温

・
爪

圧
迫
検

査
④

Ｃ
ａ

拮
抗
剤

改
定

：
昭

6
2・

平
元
・

平
８

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
診

察
の

結
果

、
医

師
が

特
に

④
末

梢
神

経
機

能
検

査
⑤

交
感

神
経
α
－

受
容

体
抑
制

剤
必

要
と

認
め

た
場

合
に

は
、

一
(
ｱ)

常
温
下

痛
覚

・
振

動
覚

検
査

⑥
鎮

痛
・

消
炎

剤
（

外
皮

用
剤

を
含

時
的

な
消

炎
・

鎮
痛

の
た

め
に

(
ｲ)

冷
水
負

荷
痛

覚
・

振
動

覚
検
査

む
）
。

実
施
可

能
(
ｳ)

神
経
伝

導
速

度
検

査
（

た
だ
し

、
遅

発
性

尺
骨

神
経

麻
痺

の
場
合

に
の

み
行

う
）

。
⑤

末
梢
運

動
機

能
検

査
（

握
力

の
検
査

）

○
２

年
に
１

回
程

度
実

施
手

関
節
及

び
肘

関
節

の
エ

ッ
ク

ス
線
検

査

７
大

腿
骨

頸
部

骨
折

及
び

①
障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
（

。
）

股
関
節

脱
臼

・
脱
臼

骨
折

３
～
６

カ
月

に
１
回

程
度

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
鎮
痛

・
消

炎
剤

外
皮

用
剤
を

含
む

②
障
害
（

補
償
）

給
付

を
受

け
た

だ
し
、

医
学

的
に

継
続

②
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

症
状

固
定

後
も

、
大

腿
骨

て
い
な

い
者

に
あ

っ
て

は
、

し
て

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

を
行

う
○

保
健

指
導

骨
頭

壊
死

の
発

症
を

き
た

所
轄
労

働
局

長
が

、
医

学
的

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

す
お

そ
れ

が
あ

る
者

に
特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
③

シ
ン
チ

グ
ラ

ム
検

査
、

コ
ン

ピ
ュ
ー

タ
る

も
の

ー
断
層

撮
影

（
Ｃ

Ｔ
、

Ｍ
Ｒ

Ｉ
）

制
定

：
平

３
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対
象
傷

病
対
象

者
期

間
診
察

・
保

健
指

導
保
健

の
た

め
の

処
置

等
検

査
保

健
の
た

め
の

薬
剤

８
人

工
関

節
・

人
工

骨
頭

障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
（

。
）

置
換

３
～
６

カ
月

に
１
回

程
度

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
鎮
痛

・
消

炎
剤

外
皮

用
剤
を

含
む

②
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

挿
入

人
工

関
節

及
び

人
工

○
保

健
指

導
骨

頭
の

耐
久

性
や

ル
ー

ス
診
察

の
都

度
必
要

に
応

○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

ニ
ン

グ
（

機
械

的
又

は
感

じ
て
実

施
③

シ
ン
チ

グ
ラ

ム
検

査
染

）
に

よ
り

症
状

が
発

現
す

る
お
そ

れ
が

あ
る

者

制
定

：
平

３

９
慢
性

化
膿

性
骨
髄

炎
障
害
（

補
償
）

給
受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
付

１
～
３

カ
月

に
１
回

程
度

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
①
抗

菌
剤

（
外

皮
用
剤

を
含

む
）。

骨
折

等
に

よ
り

化
膿

性
骨

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

②
鎮

痛
・

消
炎

剤
（

外
皮

用
剤

を
含

髄
炎

を
併

発
し

、
引

き
続

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

○
３

～
６
カ

月
に

１
回

程
度

実
施

む
）

。
き

慢
性

化
膿

性
骨

髄
炎

に
必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

②
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

移
行

し
た

者
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

制
定

：
平

７
③

細
菌
検

査
④

シ
ン
チ

グ
ラ

ム
検

査
、

Ｃ
Ｔ

、
Ｍ
Ｒ

Ｉ

1
0

虚
血

性
心

疾
患
等

①
業

務
災

害
に

よ
り

虚
血

性
①

障
害
等

級
第
９

級
以

上
の

障
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

心
疾

患
に
り
患

し
た

者
害

補
償

給
付

受
給

者
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
た

だ
し
、

医
学

的
に

継
続

②
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

（
）

制
定

：
平

９
②

障
害
等

級
第
１

０
級

以
下

の
し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

③
心

電
図

検
査

安
静

時
及

び
負

荷
検

査
改

正
：

平
1
8

者
に

あ
っ

て
は

、
所

轄
労

働
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必

要
に

応
④

尿
検

査
局

長
が

、
医

学
的

に
特

に
必

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
要

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
⑤

ホ
ル
タ

ー
心

電
図

検
査

①
抗
狭

心
症
剤

⑥
心

臓
超

音
波

検
査

②
抗
不

整
脈
剤

⑦
心

臓
核

医
学

検
査

③
心
機

能
改
善
剤

④
循
環

改
善
剤
（

利
尿

薬
を
含

む
）

。
②

ペ
ー

ス
メ

ー
カ

又
は

除
細

障
害
（

補
償
）

給
受
給

者
○
診
察

○
ペ

ー
ス

メ
ー

カ
等

の
定

期
チ

○
１

～
６
カ

月
に

１
回

程
度

実
施

⑤
向
精

神
薬

付
動
器

を
植
え
込

ん
だ

者
１
～
３

カ
月

に
１
回

程
度

ェ
ッ

ク
①

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
６
カ

月
～

１
年
に

１
回
程

度
②

尿
検
査

（
）

制
定

：
平

1
8

○
保
健

指
導

③
心

電
図

検
査

安
静

時
及

び
負

荷
検

査
診
察

の
都

度
必
要

に
応

じ
て
実

施
○
６

カ
月
に

１
回

程
度

実
施

④
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
⑤

ホ
ル
タ

ー
心

電
図

検
査

○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

⑥
心

臓
超

音
波

検
査

⑦
心

臓
核

医
学

検
査
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対
象
傷

病
対
象

者
期

間
診
察

・
保

健
指

導
保
健

の
た

め
の

処
置

等
検

査
保

健
の
た

め
の

薬
剤

１
１

尿
路
系

腫
瘍

療
養
補

償
給

付
受

給
者

で
、

原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必

要
に
応

じ
て

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
症

状
固
定

し
た
も

の
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

尿
検
査

②
尿

細
胞

診
①
再

発
予

防
の

た
め
の

抗
が

ん
剤

（
医

業
務

に
起

因
す

る
尿

路
系

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

学
的
に

特
に

必
要
と

認
め

ら
れ

た
場

腫
瘍

に
り

患
し

た
者

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

○
３

～
６
カ

月
に

１
回

程
度

実
施

合
に
限

る
。

投
与
期

間
は

症
状

固
定

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

③
内

視
鏡

検
査

後
１
年

以
内

）。
制
定

：
平

９
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
④

超
音
波

検
査

②
抗
菌

剤
⑤

腎
盂
造

影
検

査
⑥

Ｃ
Ｔ

１
２

脳
血
管

疾
患

①
障
害
等

級
第
９

級
以

上
の

障
○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
○
必

要
に

応
じ
て
支

給
害

補
償

給
付

受
給

者
①

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
①
神

経
系

機
能

賦
活
剤

業
務

に
起

因
す

る
脳

血
管

②
尿

検
査

②
向

精
神

薬
（

内
服
）

疾
患

に
り

患
し

、
脳

の
血

②
障
害
等

級
第
１

０
級

以
下

の
③

視
機
能

検
査

（
眼

底
検

査
も

含
む

）
③
筋

弛
緩

剤
。

管
性

病
変

に
由

来
す

る
器

者
に
あ

っ
て

は
、

所
轄

労
働

④
前

庭
平

衡
機

能
検

査
④
自

律
神

経
剤

質
的

損
傷

に
よ

り
後

遺
症

局
長
が

、
医

学
的

に
特

に
必

原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

脳
の

器
質

的
損

傷
に

よ
る

四
⑤

頭
部
の

エ
ッ

ク
ス

線
写

真
検

査
⑤

鎮
痛

・
消

炎
剤

（
外

皮
用

剤
を

含
状

が
残
存

し
た

者
要

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
１
カ

月
に

１
回
程

度
肢

麻
痺

等
に

対
す

る
処

置
が

必
⑥

脳
波
検

査
む

）
。

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

要
な
場

合
に

は
、
せ

き
髄
損

傷
⑦

心
理
検

査
⑥
抗

パ
ー

キ
ン

ソ
ン
剤

制
定

：
平

９
し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

に
係

る
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
の

処
置

⑦
抗

て
ん

か
ん

剤
必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

に
基
づ

き
実

施
○
１

年
に
１

回
程

度
、

特
に

必
要

と
認
め

ら
⑧
脳

循
環

改
善

剤
（
内

服
）

１
３

有
機
溶

剤
中
毒

等
①

障
害
等

級
第
９

級
以

上
の

障
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
れ

る
場
合

に
実

施
害

（
補

償
）

給
付

受
給

者
⑧

Ｃ
Ｔ
、

Ｍ
Ｒ

Ｉ
○

上
記

の
ほ
か
、

脳
の

器
質
的

損
傷

に
有

機
溶

剤
中

毒
等

に
よ

り
よ
る

四
肢

麻
痺

等
の
た

め
に

必
要

な
場

脳
に

障
害

を
起

こ
し

、
脳

②
障
害
等

級
第
１

０
級

以
下

の
○

上
記
の

ほ
か

、
脳

の
器

質
的

損
傷
に

よ
合
に

は
、

せ
き

髄
損
傷

に
係

る
ア

フ
タ

に
器

質
的

損
傷

が
出

現
し

者
に
あ

っ
て

は
、

所
轄

労
働

る
四

肢
麻

痺
等

の
た

め
に

必
要

な
場
合

に
ー
ケ

ア
の

薬
剤

の
支
給

に
基

づ
き

実
施

た
者

局
長
が

、
医

学
的

に
特

に
必

は
、

せ
き

髄
損

傷
に

係
る

ア
フ

タ
ー
ケ

ア
要

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
の

検
査
に

基
づ

き
実

施
制
定

：
平

９

１
４

外
傷

に
よ

る
末

梢
神

障
害
等

級
第

１
２

級
以

上
の

原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
注
射

○
１

カ
月
に

１
回

程
度

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
（

。
）

経
損

傷
障

害
（
補

償
）
給

付
受

給
者

１
カ
月

に
１

～
２
回

程
度

診
察

の
結

果
、

特
に

疼
痛

が
①

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
鎮
痛

・
消

炎
剤

外
皮

用
剤
を

含
む

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

激
し

く
神

経
ブ

ロ
ッ

ク
も

や
む

②
尿

検
査

外
傷

に
よ

る
末

梢
神

経
損

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

を
得

な
い

と
医

師
が

判
断

し
た

傷
に

起
因

す
る

激
し

い
疼

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

場
合

に
限

り
、

１
カ

月
に

２
回

○
１

年
に
２

回
程

度
、

特
に

必
要

と
認
め

ら
痛

（
カ

ウ
ザ

ル
ギ

ー
を

含
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
を

限
度

と
し

て
神

経
ブ

ロ
ッ

ク
れ

る
場
合

に
実

施
む

Ｒ
Ｓ

Ｄ
）

が
残

存
す

る
を

実
施

①
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

者
②

骨
シ
ン

チ
グ

ラ
フ

ィ
ー

制
定

：
平

９

１
５

熱
傷

障
害
等

級
第

１
２

級
以

上
の

原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
１

年
に
１

回
程

度
、

特
に

必
要

と
認
め

ら
○
必

要
に

応
じ
て
支

給
障

害
（
補

償
）
給

付
受

給
者

１
カ

月
に

１
回
程

度
れ

る
場
合

に
実

施
外

皮
用

剤
等
（
抗

菌
剤

を
含
む

）
。

熱
傷

の
傷

病
者

で
、

症
状

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
が

固
定

し
た

後
も

、
傷

痕
し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

②
尿

検
査

に
よ

る
皮

膚
の

そ
う

痒
等

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

の
後

遺
症

を
残

す
も

の
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施

制
定

：
平

９
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対
象
傷

病
対
象

者
期

間
診
察

・
保

健
指

導
保
健

の
た

め
の

処
置

等
検

査
保

健
の
た

め
の

薬
剤

１
６

サ
リ
ン

中
毒

療
養
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
カ
ウ

ン
セ

リ
ン
グ

等
○
１

年
に
２

回
程

度
実

施
○
次

の
薬

剤
を
診
察

の
都

度
必
要

に
応

じ
で

、
次
に

掲
げ
る

後
遺

症
状

が
１
カ

月
に

１
回
程

度
後

遺
症

状
と

し
て

心
的

外
傷

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
て
支

給
制
定

：
平

９
認

め
ら
れ

る
も
の

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

後
ス

ト
レ

ス
障

害
が

あ
る

と
認

②
尿

検
査

①
点
眼

剤
し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

め
ら

れ
る

者
に

つ
い

て
、

診
察

③
視

機
能

検
査

（
眼

底
検

査
も

含
む

）
②

神
経

系
機
能
賦

活
剤

。
①

縮
瞳
、

視
覚
障

害
等

の
眼

に
必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

の
都

度
必

要
に

応
じ

て
、

専
門

④
末

梢
神

経
機

能
検

査
（

神
経

伝
達
速

度
③

向
精

神
薬

関
連
す

る
障

害
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
の

医
師

に
よ

る
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
検

査
）

④
自
律

神
経
剤

②
筋
萎
縮

、
筋
力

低
下

、
感

覚
グ

等
を

実
施

⑤
心

電
図

検
査

⑤
鎮

痛
・

消
炎

剤
（

外
皮

用
剤

を
含

障
害
等

の
末

梢
神

経
障

害
及

⑥
筋

電
図

検
査

む
）

。
び

筋
障

害
⑦

脳
波
検

査
③

記
憶
力

の
低
下

、
脳

波
の

異
⑧

心
理
検

査
常

等
の

中
枢

神
経

障
害

④
心
的
外

傷
後
ス

ト
レ

ス
障

害

１
７

精
神
障

害
療
養
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
精

神
療

法
及

び
カ

ウ
ン

セ
リ

○
１

年
に
２

回
程

度
実

施
○
必

要
に

応
じ
て
支

給
で

、
次
に

掲
げ
る

後
遺

症
状

が
１
カ

月
に

１
回
程

度
ン
グ

等
①

心
理
検

査
①
向

精
神

薬
（

抗
精
神

病
薬

、
抗

う
つ

制
定

：
平

1
2

認
め
ら
れ

る
も
の

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

後
遺

症
状

と
し

て
気

分
の

障
②

脳
波
検

査
、

Ｃ
Ｔ

、
Ｍ

Ｒ
Ｉ

薬
、
抗

不
安

薬
）

①
気
分
の

障
害
（

抑
う

つ
、

不
し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

害
又

は
慢

性
化

し
た

幻
覚

性
の

③
向

精
神

薬
を

使
用

し
て

い
る

場
合
は

、
②

睡
眠

薬
安

等
）

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

障
害

若
し

く
は

慢
性

化
し

た
妄

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
③

神
経

系
機
能
賦

活
剤

②
意
欲
の

障
害
（

低
下

等
）

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
想

性
の

障
害

が
あ

る
と

認
め

ら
③

慢
性
化

し
た
幻

覚
性

の
障

害
れ

る
者

に
つ

い
て

は
、

診
察

の
又

は
慢

性
化

し
た

妄
想

性
の

都
度

必
要

に
応

じ
て

、
専

門
の

障
害

医
師

に
よ

る
精

神
療

法
及

び
カ

④
記
憶
障

害
又
は

知
的

能
力

障
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
等
を

実
施

害

１
８

循
環
器

障
害

制
定

：
平

1
8

①
心

臓
弁

を
損

傷
し
た

者
障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
②
心

膜
の

病
変

を
残

す
者

○
１

～
６
カ

月
に

１
回

程
度

実
施

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

①
血

液
一

般
・

生
化

学
検

査
し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
診
察

②
尿

検
査

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

１
～
３

カ
月

に
１
回

程
度

①
抗
不

整
脈
剤

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
○
３

～
６
カ

月
に

１
回

程
度

実
施

②
心
機

能
改
善
剤

○
保
健

指
導

③
心

電
図

検
査

安
静

時
及

び
負

荷
検

査
③

循
環

改
善
剤
（

利
尿

薬
を
含

む
）

（
）

。
③
人

工
弁

に
置

換
し
た

者
診
察

の
都

度
必
要

に
応

④
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

④
向

精
神

薬
（

心
臓
弁

を
損

傷
し

た
者

じ
て

実
施

⑤
心

音
図

検
査

（
人

工
弁

に
置

換
し

た
者

及
び

人
工

弁
に

置
換

し
た

者
に

限
④
人

工
血

管
に

置
換
し

た
者

療
養
（

補
償
）

給
付

受
給

者
に

限
る

）
る

）
。

。
で

、
症
状

固
定
し

た
も

の
⑤
血

液
凝

固
阻

止
剤
（

人
工

弁
又

は
人

○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
工

血
管

に
置

換
し
た

者
に

限
る

）
。

⑥
心

臓
超

音
波

検
査

（
人

工
弁

又
は
人

工
血

管
に

置
換

し
た

者
に

限
る

）
。

⑦
脈

波
図

検
査

（
人

工
血

管
に

置
換
し

た
者

に
限

る
）

。

○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

⑧
Ｃ

Ｔ
、

Ｍ
Ｒ

Ｉ
（

人
工

血
管

に
置
換

し
た

者
に

限
る

）
。

14



対
象
傷

病
対
象

者
期

間
診
察

・
保

健
指

導
保
健

の
た

め
の

処
置

等
検

査
保

健
の
た

め
の

薬
剤

１
９

呼
吸
機

能
障
害

障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
１

年
に
２

回
程

度
実

施
○
必

要
に

応
じ
て
支

給
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

血
液
一

般
・

炎
症

反
応

（
Ｃ

Ｒ
Ｐ
を

含
①
去

痰
剤

制
定

：
平

1
8

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

む
・

生
化

学
検

査
②

鎮
咳

剤
。
）

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

②
喀

痰
細

菌
検

査
③

喘
息

治
療
剤

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

③
ス

パ
イ

ロ
グ

ラ
フ

ィ
ー

検
査

④
抗
菌

剤
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
④

胸
部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

⑤
呼
吸

器
用
吸
引

剤
⑥

鎮
痛

・
消

炎
剤

（
外

皮
用

剤
を

含
○
１

年
に
２

～
４

回
程

度
実

施
む

）
。

⑤
血

液
ガ

ス
分

析

○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
⑥

胸
部
Ｃ

Ｔ
検

査

２
０

消
化
器

障
害

障
害
（

補
償
）

給
付

受
給

者
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
必
要

に
応

じ
て
実

施
○
３

カ
月
に

１
回

程
度

実
施

○
必

要
に

応
じ
て
支

給
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

ス
ト

マ
処

置
①

血
液
一

般
・

生
化

学
検

査
①
整

腸
剤

、
止

瀉
剤

①
消

化
吸

収
障

害
、

逆
流

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

②
外
瘻

の
処

置
②

尿
検
査

②
下

剤
、

浣
腸

剤
性

食
道

炎
、

ダ
ン

ピ
ン

し
て

ア
フ
タ

ー
ケ

ア
を

行
う

○
保
健

指
導

③
自
宅

等
で

使
用
す

る
た
め

の
③
抗

貧
血

用
剤

グ
症
候

群
腸
管

癒
着

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

滅
菌

ガ
ー

ゼ
の
支

給
○
特

に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
実
施

④
消

化
性

潰
瘍

用
剤

、
、

排
便

機
能

障
害

又
は

膵
場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
③

腹
部
超

音
波

検
査

⑤
蛋
白

分
解
酵
素

阻
害

剤
機
能
障

害
を
残

す
も

の
④

消
化
器

内
視

鏡
検

査
（

Ｅ
Ｒ

Ｃ
Ｐ
を

含
⑥

消
化

酵
素
剤

②
消

化
器

ス
ト

マ
を

造
設

む
）

⑦
抗
菌

剤
（
外
皮

用
剤

を
含
む

）
。

。
し
た
者

⑤
腹

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

⑧
鎮

痛
・

消
炎

剤
（

外
皮

用
剤

を
含

⑥
腹

部
Ｃ

Ｔ
検

査
む

）
。

制
定

：
平

1
8

２
１

炭
鉱

災
害

に
よ

る
一

療
養
補

償
給
付

受
給

者
で

、
原
則

症
状
固

定
後

３
年

間
○
診
察

○
１

年
に
１

回
程

度
実

施
○
必

要
に

応
じ
て
支

給
酸

化
炭

素
中
毒

症
症

状
固
定

し
た
も

の
１
カ

月
に

１
回
程

度
①

全
身
状

態
の

検
査

①
脳

機
能

賦
活

剤
（

ビ
タ

ミ
ン

Ｂ
・

１

、
（

）
、

た
だ

し
、

医
学

的
に

継
続

②
自

覚
症

状
の

検
査

Ｂ
Ｇ

Ａ
Ｂ

Ａ
ガ

ン
マ
ロ

ン
１

２

制
定

：
昭

4
3

し
て

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

を
行

う
○

保
健

指
導

③
精

神
、

神
経

症
状

の
一

般
的

検
査

ア
ス

パ
ラ

ギ
ン

酸
製

剤
）

改
定

：
昭

5
7・

平
９
・

平
1
2

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

診
察

の
都

度
必
要

に
応

②
精

神
安

定
剤

場
合

に
は
、

更
新

が
可

能
じ
て
実

施
○
上

記
検
査

の
結

果
、

医
師

が
必

要
と
認

め
③
筋

弛
緩

剤
る

と
き
は

、
次

の
検

査
を

追
加

④
鎮

痛
剤

①
尿

中
の

蛋
白

、
糖

及
び

ウ
ロ

ビ
リ
ノ

ー
⑤
血

管
拡

張
剤

ゲ
ン
の

検
査

⑥
抗

パ
ー

キ
ン

ソ
ン
剤

②
赤

血
球

沈
降

速
度

及
び

白
血

球
数
の

検
⑦
抗

痙
攣

剤
査

⑧
内

服
昇

圧
剤

③
視

野
検

査
④

脳
波
検

査
⑤

心
電
図

検
査

⑥
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

写
真

に
よ

る
検
査

⑦
Ｃ

Ｔ
、

Ｍ
Ｒ

Ｉ
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